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【陳情第３７号】 旧長井小学校に関する陳情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

【陳情第２４号】県立高等学校入学選抜で再募集実施を求める意見書採択・提出にかかわる

陳情（継続）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

【委員長報告】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

【閉会】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

１ 日 時

平成２９年９月６日(水) 午前９時５５分（開会）～１１時２１分（閉会）

２ 場 所 第２委員会室

３ 出席委員（８名）

委員長 伊 藤 幹 夫

副委員長 小 林 勇 治

委 員 髙 瀬 由 子、櫻 井 惠 二、宮 本 妙 子

今 井 勝 巳、大 島 文 男、大 貫 雄 二

４ 欠席委員 なし

５ 説明員（１７名）

⑴ 建設課（２人）
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①建設課長 塚原延欣 ②管理住宅担当 村本和繁

⑵ 都市整備課（１人）

①都市整備課長 和田理男

⑶ 農林課（２人）

①農林課長 小野寺良夫 ②地籍調査班長 黒田禎

⑵ 商工観光課（１人）

①商工観光課長 山口武

⑷ 教育総務課（１人）

①教育総務課長 髙沢いづみ

⑸ 生涯学習課（５人）

①生涯学習課長 大谷津敏美智 ②スポーツ推進班長 斎藤正樹

③矢板公民館長 田城博子 ④泉公民館長 塚原明

⑤片岡公民館長 塚原由

⑹ 農業委員会事務局（１人）

①事務局長 村上治良

⑺ 上下水道事務所（４人）

①上下水道事務所長兼水道課長 津久井保 ②業務担当 齋藤正一

③下水道課長 石川節夫 ④業務管理担当 和氣千晴

６ 欠席説明員 なし

７ 担当書記 藤田 敬久

８ 付議事件

【議案第 ４号】 平成２９年度矢板市公共下水道事業特別会計補正予算 （第１号）

【議案第 ５号】 平成２９年度矢板市水道事業会計補正予算（第１号）

【議案第１５号】 矢板市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部改正について

【議案第１９号】 市道路線の廃止について

【議案第２０号】 平成２８年度矢板市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

【陳情第２９号】 市長杯争奪サッカー大会の開催の陳情

【陳情第３０号】 地産地消推奨についての陳情

【陳情第３１号】 市内空き農地に関する陳情

【陳情第３２号】 市内空き家および空き店舗に関する陳情

【陳情第３３号】 市内の自動車交通路に関する陳情

【陳情第３４号】 市内の自動車交通に関する陳情その２

【陳情第３５号】 市営運動公園の整備に関する陳情

【陳情第３６号】 トラック輸送に関する陳情
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【陳情第３７号】 旧長井小学校に関する陳情

９ 会議の経過及び結果

【開会】

○委員長（伊藤幹夫） ただいまの出席委員は８名で、定足数に達しているので会議は成立し

ている。ただいまから経済建設文教常任委員会を開会する。 （９：５５）

○委員長 これより議事に入る。本委員会に付託された案件は、

【議案第 ４号】 平成２９年度矢板市公共下水道事業特別会計補正予算 （第１号）

【議案第 ５号】 平成２９年度矢板市水道事業会計補正予算（第１号）

【議案第１５号】 矢板市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部改正について

【議案第１９号】 市道路線の廃止について

【議案第２０号】 平成２８年度矢板市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

【陳情第２９号】 市長杯争奪サッカー大会の開催の陳情

【陳情第３０号】 地産地消推奨についての陳情

【陳情第３１号】 市内空き農地に関する陳情

【陳情第３２号】 市内空き家および空き店舗に関する陳情

【陳情第３３号】 市内の自動車交通路に関する陳情

【陳情第３４号】 市内の自動車交通に関する陳情その２

【陳情第３５号】 市営運動公園の整備に関する陳情

【陳情第３６号】 トラック輸送に関する陳情

【陳情第３７号】 旧長井小学校に関する陳情

の１４件である。

【議案第 ４号】

○委員長 はじめに、「議案第４号 平成２９年度矢板市公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）」を議題とする。提案者の説明を求める。

○下水道課長（石川節夫）

（「平成２９年度矢板市補正予算書」１５頁を朗読、詳細について「平成２９年度予算に関す

る説明書」５０頁から５１頁により説明。）

歳入

１款１項１目 受益者負担金については、１，３２６万９千円の増で、新たに賦課した方の

受益者負担金。

４款１項１目 一般会計繰入金については、５２１万１千円の増で、一般会計からの追加

繰入金。
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５款１項１目 繰越金については、７２万円の増で、平成２８年度決算の確定によるもの。

歳出

１款１項１目 下水道管理費一般管理費については、４月の人事異動に伴う職員給与等の不

足の調整と下水道業務管理費の増額によるもの。なお、下水道業務管理費については、下

水道業務管理費に係る委託料から報償費へ流用したことによる不足額の追加である。これ

は、さきほどの歳入で説明した１款１項１目の受益者負担金に関係するが、当該見込額よ

り収入があったため補正するもの。この要因の多くは、通常５年間で２０期分を納めても

らうところで賦課通知をしたところ、一括納付を含めた前納をされる方が多数おられ、こ

れに伴い前納報奨金を支払う義務が生じ、この不足額を委託料から流用したことにより委

託料の不足額を要求するもの。

５２頁については、給与費明細書で４月の人事異動による不足の調整によるもの。

○委員長 これより議案第４号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

○大島委員 一括して支払った金額があったための報奨金とのことだが、件数と１件あたりの

金額はどのくらいか。

○下水道課長 賦課決定については５月に通知をしたが、全員で１９５名である。賦課金額は

３，７９０万円である。

○大島委員 報奨金額、率はどれくらいでどのようになっているのか。

○下水道課長 報奨金の当初見込みは７１０万円であったが、７月時点で２，０３０万円ほど

の報奨金を支払う義務が発生したため支払うもの。

○大島委員 何件で１件あたりの金額は。それとも各戸で違うのか。

○下水道課長 １９５名の件数の資料はない。前納報奨金というのは、１期分でも多く納めた

方は１期分を、１％だが、そういった方が２期分を納めたり、４期分つまり１年分を納めた

りとまちまちでいろいろな方がいるので集計は難しい。

○今井委員 歳入の受益者負担金１，３２６万円について、現年分で増えているが何世帯か。

○下水道課長 １９５名の方に賦課した分である。当然１期分は支払ってもらうが、４期に分

かれている。

○今井委員 そうすると先ほどの大島委員の話と、入るのと出るのと関連している数値なのか。

数値的に似ているようだが。

○下水道課長 人事異動に伴い増額しなければならない分があり、委託料を報奨金に流用して

いる部分がある。それを相殺して補正額がこの程度必要になる。実際にはこれ以上報奨金と

して入ってくる予定である。

○今井委員 受益者が下水をつなぐことによって当然使用料、受益者負担金を払うのだと思う

が、委託と書いてあるがそれを徴収する業者のほうに報奨金がいくように聞こえてきてしま

うが、委託先と受益者にきちんと還元されるのか。区分けはどうなのか。

○下水道課長 報奨金はここには載っていないが、当初１３０万円を計上していた。委託料は

そもそも直接的な関係はないが、報奨金に充てるために３１２万８千円、結局４７０なにが
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しかが必要となった。それで委託料を報奨金に充てるために一度流用した形。委託料不足分

を補てんするということである。もう流用しているので。

○今井委員 確認だが、私が委託業者で、こちらにいる人が受益者負担でお客さんで、委託を

受けて集金に行く。こちらが立て替えてというようなそういう・・。意味がよく分からない。

○下水道課長 要するに委託料が受益者負担金と直接関係しているわけではない。集めにいく

ためのお金が必要だから委託料を補正していただきたいというわけではない。５月に通知、

６月には支払う方がいる。その時点では報奨金を払わなければならない。そういう方がかな

り増えてきたので、委託料から流用させていただいたということである。

○委員長 ほかに質疑はあるか。

（質疑なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより採決する。議案第４号は、原案のとおり決定す

ることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第４号は、原案のとおり可決された。

【議案第 ５号】

○委員長 次に、「議案第５号 平成２９年度矢板市水道事業会計補正予算（第１号）」を議題

とする。提案者の説明を求める。

○水道課長（津久井保）

（「平成２９年度矢板市補正予算書」１９頁を朗読、詳細について「平成２９年度予算に関す

る説明書」５４頁から５９頁により説明。）

収益的収入及び支出における支出

１款１項５目 水道事業費用総係費については、水道課職員１０名のうち７名の給与及び手

当等に要する経費で、２７０万円の減額。

資本的収入及び支出における支出

１款１項１目 施設整備費については、水道施設の整備拡充に要する経費で、職員１０名の

うち３名分の給与等に要する経費で、８０万円の減額。

これらはいずれも４月の定期異動に伴う減額である。

続いて５７頁、給与費明細書についてであるが、全体で給料が２３０万円減額となり、手

当が１０万円増額となるため合計で２２０万円の減額。また法定福利費として１３０万円

の減額となり、合計で３５０万円が減額となる。これは職員１０名分の合計である。

５８、５９頁は補正予算の明細書である。

○委員長 これより議案第５号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

（質疑なし）
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○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより採決する。議案第５号は、原案のとおり決定す

ることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第５号は、原案のとおり可決された。

【議案第１５号】

○委員長 次に、「議案第１５号 矢板市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部改

正について」を議題とする。提案者の説明を求める。

○建設課長（塚原延欣）

（「議案書」１１頁、１２頁を朗読、詳細について説明）

今回の改正の経緯についてご説明させていただく。このほど国において、高速道路の路線

名にあわせて、その土地固有の言語に依存しないナンバリングを導入し、訪日外国人をはじ

めすべての利用者に分かりやすい道案内を実現するため、高速道路のナンバリング制を導入

した。

このことにより、条例のほうで規定されている道路標識の元となっている道路標識区画線

及び道路標示に関する命令の一部が改正され、高速道路番号の標識が追加された。これによ

り条例で規定している標識の番号がひとつずれたので、このことに伴い所要の整備を行うた

め条例の一部を改正するもの。

国の命令により高速道路番号１１８の３の次に追加された。このことにより、今まで条例

のなかで１１８の４というのは、高さ限度緩和指定道路ということで、通常の道路は高さ３．

５メートルまでの車両が通れる規定になっているが、それを緩和し、それ以上でも通行可と

する看板を標示するもの。その看板の番号が１１８の４Ａ・Ｂだったものが、高速道路番号

が１１８の３に追加されたので、ひとつずれ、１１８の５Ａ・Ｂに改正するもの。

第５条第２項については、市道に設置する案内板及び警戒標識の寸法の特例ということで

道路の形状や交通の状況により、特別に必要がある場合には図示する。横の寸法が拡大でき

るという規定。

第７条については、特定の案内標識の文字等の大きさ、それを市道の設計速度に応じて拡

大することができるというもの。

第８条については、案内標識及び警戒標識の縁の太さを規定するもので、その３つの条に、

高さ限度緩和指定道路の標識が条例のなかに入っているということで、その番号を変えるも

の。なお今回の条例改正に伴い具体的に何かを対応するということはない。

○委員長 これより議案第１５号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

○大貫委員 車両高さ制限は今までは３．６メートルではなかったか。

○建設課長 ３．５メートルである。
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○委員長 暫時休憩する。 （１０：２３）

○委員長 休憩前に引き続き、会議を再開する。 （１０：２４）

○建設課長 先ほど高さ３．５メートルと説明したが、３．８メートルに訂正させていただく。

○大貫委員 了解した。

○委員長 ほかに質疑はあるか。

（質疑なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより採決する。議案第１５号は、原案のとおり決定

することに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第１５号は、原案のとおり可決された。

【議案第１９号】

○委員長 次に、「議案第１９号 市道路線の廃止について」を議題とする。提案者の説明を求

める。

○建設課長

（「議案書」１６頁を朗読、詳細について議案第１９号議案資料により説明。）

今回廃止する矢板下太田２号線は、現在主要地方道矢板那須線の矢板バイパスとこの市道

ということで、重複の認定ということになっている路線である。起点は国道４６１号のコン

ビニエンスストアがあるところから、終点は下太田地内のＹ字路、やはりコンビニエンスス

トアがあるところで、総延長が１，００５メートル、主要地方道矢板那須線矢板バイパスの

整備に伴い、県道として県に移管したため廃止するものである。

この路線の代替え的路線とも言える市役所の東側を通っている旧道部分を県から市に引き

継ぐ。この引き継ぎに合わせて今回の市道を廃止することで考えている。具体的に県から引

き継ぎ書類はいただいていないが、県のほうで道路の舗装を直す等、引き継ぎをする前にや

っていただいていた。その県からの引き継ぎ書類が到着次第、廃止したい。

○委員長 これより議案第１９号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

○今井委員 まだ移管はされていないのか。

○建設課長 お見込みのとおり。

○今井委員 ずいぶんきれいに舗装されたが、追加で県のほうでやってもらう箇所はないのか。

○建設課長 引き継ぐ前に矢板土木事務所に市のほうで要望をした。このことについては、県

も予算の範囲内でということになるので、その範囲内でこの間舗装をやっていただいた。と

りあえずやっていただく内容は終了しており、後は書類をいただくという段階である。

○今井委員 ほかはないということか。

○建設課長 お見込みのとおり。
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○今井委員 そうすると、どこからどこまで市道に移管されるのか。木幡からか。

○建設課長 移管されるのは市道に認定をいただいた木幡から下太田のコンビニエンスストア

までと、木幡十字路からバイパスまでの３００メートルの２路線。

○委員長 ほかに質疑はあるか。

（質疑なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより採決する。議案第１９号は、原案のとおり決定

することに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第１９号は、原案のとおり可決された。

【議案第２０号】

○委員長 次に、「議案第２０号 平成２８年度矢板市水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて」を議題とする。提案者の説明を求める。

○水道課長（津久井保）

（「議案書」１７頁を朗読、詳細について｢平成２８年度矢板市決算書｣２９８頁により説明。）

未処分の剰余金、平たく言うと、水道事業によって生じた利益である。これを地方公営企

業法の定めにより議会の議決を得て処分をするというもの。

決算書２９８頁、平成２８年度矢板市水道事業剰余金処分計算書（案）をご覧いただきた

い。当年度末残高は、１億９，７４１万４，８００円である。今回、議会の議決により１億

３７１万８２６円を処分するということである。この内訳については、減債積立金の積立が

５００万円、老朽管の更新や水源施設の改良工事に準備するための建設改良積立金の積立が

２，５００万円、自己資本金への組入が７，３７１万８２６円である。残りの９，３７０万

３，９７４円については繰り越しとなる。

○委員長 これより議案第２０号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

（質疑なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより採決する。議案第２０号は、原案のとおり決定

することに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第２０号は、原案のとおり可決された。

○委員長 暫時休憩する。 （１０：３７）

○委員長 休憩前に引き続き、会議を再開する。 （１０：３７）
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【陳情第２９号】

○委員長 次に、「陳情第２９号 市長杯争奪サッカー大会の開催の陳情」を議題とする。朗読

を省略して審議に入る。意見はないか。

○今井委員 当局はどう思うか。

○スポーツ推進班長（齋藤正樹）陳情の趣旨に、｢市内において当該クラブチームの市内での活

動及び技術の向上を目的として新緑の時期及び紅葉時期の年２回に市長杯サッカー大会を行

うことを求め｣とあるが、現在サッカー協会主催で、市長杯争奪サッカー大会が年２回行われ

ている。その時期としても、中学生サッカー大会が昨年６月１１日、１２日に行われている。

大人については、社会人サッカー大会が昨年１１月２７日に行われており、それぞれ３９回、

３１回という実績であり、以前から行われている。

○大貫委員 サッカー以外で、市の冠スポーツ大会で代表的なものは何があるか。

○スポーツ推進班長 正確な数は把握していないが、市長杯と名の付いているものとして、卓

球、グラウンドゴルフ、バスケットボールなど幾つかある。

○委員長 暫時休憩する。 （１０：４１）

○委員長 休憩前に引き続き、会議を再開する。 （１０：４７）

○委員長 ほかに意見はないか。

（なし）

○委員長 これより採決する。陳情第２９号は、更なる審査が必要と判断し、継続審査とする

ことに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、陳情第２９号は、継続審査とされた。

【陳情第３０号】

○委員長 次に、「陳情第３０号 地産地消推奨についての陳情」を議題とする。朗読を省略し

て審議に入る。意見はないか。

○今井委員 慎重審議を行いたく、継続審査でお願いしたい。

○大貫委員 文書中に１０キロ２，５００円のお米とか林檎１個６７円等の数字が出ている。

これも慎重に審議をしたいと思うので継続でお願いしたい。

○大島委員 継続審査でお願いしたい。

○委員長 ほかに意見はないか。

（なし）

○委員長 これより採決する。陳情第３０号は、継続審査とすることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、陳情第３０号は、継続審査とされた。

【陳情第３１号】

○委員長 次に、「陳情第３１号 市内空き農地に関する陳情」を議題とする。朗読を省略して
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審議に入る。意見はないか。

○今井委員 大規模農業をしている大島委員はこれを読んでどう思うか。

○大島委員 意見はある程度分かるが、このような対策もしているし、なかなか理想論ばかり

ではいかない。文書のなかに空き店舗対策と同じように農地もとあるが、現実的にはもう少

し慎重に審議をしたほうがよいと思う。継続審査を求めたい。

○委員長 ほかに意見はないか。

（なし）

○委員長 これより採決する。陳情第３１号は、継続審査とすることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、陳情第３１号は、継続審査とされた。

【陳情第３２号】

○委員長 次に、「陳情第３２号 市内空き家および空き店舗に関する陳情」を議題とする。朗

読を省略して審議に入る。意見はないか。

○大貫委員 空き家・空き店舗対策について陳情に書かれている内容は、おおむね市で実施し

ているという状況にあると思うが、状況の報告を求める。

○商工観光課長（山口武）空き店舗については、商工会で昨年調査を行った。現在停車場線沿

いが４店舗、国道４６１号沿いで２店舗、その他中心市街地が８店舗という報告を受けてい

る。ただしこの店舗数については賃借又は売買が可能なところということである。

○大貫委員 おおむね陳情にあるような手順は市として対応しているということでよいか。

○都市整備課長（和田理男）明らかに異なるのは、空き家・空き店舗の持ち主が登録するシス

テムがメインである。購入希望者は販売対象が登録されたものについては提供するが、この

要望趣旨は利用者がさらに一本釣りでどこどこの物件がほしいのだがで調べてほしいという

内容かと思う。かなり要求内容としては、今やっているものとしては若干の差異はある。

○大貫委員 若干の差異はあるがおおむね実施しているということでよいか。

○都市整備課長 お見込みのとおり。

○委員長 ほかに意見はないか。

（なし）

○委員長 これより採決する。陳情第３２号は、更なる審査が必要と判断し、継続審査とする

ことに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、陳情第３２号は、継続審査とされた。

【陳情第３３号】

○委員長 次に、「陳情第３３号 市内の自動車交通路に関する陳情」を議題とする。朗読を省

略して審議に入る。意見はないか。

○大島委員 陳情文書に｢道路への自動車の駐車を取り締まるため、無料駐車場や有料のパーキ
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ングメーターの設置、市民による通報による違反切符制などを導入する。｣この辺りの内容に

ついて、法的には何かあるか。

○建設課長 市ではなく警察の範疇ということになるかと思う。このなかでいくつかあるが、

特に建設課としてどうかと思うのは、｢市内郊外の道路については歩道と区分けするための防

護堤については撤去し、・・｣とあるが、この撤去については道路法上あり得ない。道路構造

令においても必ず歩道は車道と区分するようになっている。

○委員長 暫時休憩する。 （１０：５８）

○委員長 休憩前に引き続き、会議を再開する。 （１０：５９）

○委員長 ほかに意見はないか。

（なし）

○委員長 これより採決する。陳情第３３号は、行政の管轄外であることから、不採択とする

ことに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、陳情第３３号は、不採択とされた。

【陳情第３４号】

○委員長 次に、「陳情第３４号 市内の自動車交通に関する陳情その２」を議題とする。朗読

を省略して審議に入る。意見はないか。

○大貫委員 ＪＲとの協議も必要な場面も見えているので継続でお願いしたい。

○委員長 ほかに意見はないか。

（なし）

○委員長 これより採決する。陳情第３４号は、他団体との協議も必要であることから継続審

査とすることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、陳情第３４号は、継続審査とされた。

【陳情第３５号】

○委員長 次に、「陳情第３５号 市営運動公園の整備に関する陳情」を議題とする。朗読を

省略して審議に入る。意見はないか。

○大貫委員 陳情の趣旨は、運動公園の整備についての現状について説明を求めるとあるが、

最後には駐車場を併せて整備する事を求めるとあり、意味が分からない。慢性的にイベント

等においての駐車場不足については我々も認識しており、なんとかしなければならないとい

うのは過去から継続しているので、運動公園の全体の計画もまだ終了していないので、これ

から慎重に検討するということで継続ということでお願いしたい。

○今井委員 賛成。

○委員長 ほかに意見はないか。

（なし）
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○委員長 これより採決する。陳情第３５号は、継続審査とすることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、陳情第３５号は、継続審査とされた。

【陳情第３６号】

○委員長 次に、「陳情第３６号 トラック輸送に関する陳情」を議題とする。朗読を省略して

審議に入る。意見はないか。

○今井委員 矢板市の権限外の内容である。扱う理由もないので否決すべきだと思う。

○大貫委員 今井委員の意見に賛成する。

○大島委員 否決とすることに賛成する。

○今井委員 我々が今審議しているのは矢板の管轄外であるし、運送法という法律もある。そ

れによって運輸業界は動いている。また、道路の規制というものは先ほど課長も言っていた

ように道路交通法でまた矢板の所管とは異なる。そういったものをなんとか改善してほしい

と陳情が議会に来ているわけだが、これは全国的なことであり矢板だけ規制をかけるという

わけにはいかない。議会として動くわけにはいかない。

○委員長 暫時休憩する。 （１１：０７）

○委員長 休憩前に引き続き、会議を再開する。 （１１：０９）

○委員長 ほかに意見はないか。

（なし）

○委員長 これより採決する。陳情第３６号は、現行制度において難があり、また矢板市独自

の問題ではないので、不採択とすることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、陳情第３６号は、不採択とされた。

【陳情第３７号】

○委員長 次に、「陳情第３７号 旧長井小学校に関する陳情」を議題とする。朗読を省略して

審議に入る。意見はないか。

○大貫委員 長井小学校をライダーハウスにするということで、今矢板市は自転車によるまち

おこしをしているが、担当部局としては、この陳情を読んでどう思うか。

○商工観光課長 スポーツツーリズム含めて自転車によるまちづくりということで、我々とし

ても宿泊施設がどうしても足りないということがある。こういった統廃合の学校利用は他市

町村でも見受けられる状況である。現在、長井小学校は福祉施設が南側の１棟を使用してお

り、北側の１棟は空いている状況であるが、現状では北側１棟だけで宿泊で採算を取るには

正直厳しい状況である。

○宮本委員 商工観光課長からの話もあったが、今、ワーカーズコープさんが一生懸命地域の

ことも考え、また障がい者のことも考えて仕事をされている。地域においても区費を払って

いただいて同じような行動をしていただいているなかで、新たにこういったものを持ってい
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かれるということ自体に、今やっている仕事に対する理解がまだなされていないんだなとい

うことを痛感した。そういった面で、もう少し深く考えていただきたいと思い、私は不採択

でお願いしたいと思う。

○今井委員 宮本委員が言われたように、長井小学校にはすでに利用者がいる。また商工観光

課長の説明があったように全部貸しているわけではない。一部利用可能な部分もある。そう

いう全体の中で施設のなかにライダーが来たら、宿泊時の料金まで出ているが、施設を貸し

ている人に迷惑がかかることはないのか。

○商工観光課長 先ほど宮本委員からもあったが、我々も長井小学校の活用においては、、福祉

施設の方との協力関係のもとに運営ができないか、例えば、あの場所はお子さんの施設にな

ろうかと思うが、同じように障がいを持たれている方で食事の提供だとか宿泊に準ずるよう

な業務だとかいったものを併せ持ってできれば一番いいのではないかとは思っている。スペ

ース、利用制限の問題もあるので、現状の長井小学校にそれが適合するかどうかは別の話に

なるが、そういった意味での活用は可能性としてはあるかとは考えている。

○委員長 暫時休憩する。 （１１：１５）

○委員長 休憩前に引き続き、会議を再開する。 （１１：１６）

○高瀬委員 自転車ツーリズムに関しては、城の湯温泉等を拠点として補助金等をいただいて

やっている事業があるかと思うので、そちらとの整合性を図ってからやるということで継続

でお願いしたい。

○委員長 ほかに意見はないか。

（なし）

○委員長 これより採決する。陳情第３７号は、さらなる審査が必要と判断し、継続審査とす

ることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、陳情第３７号は、継続審査とされた。

【陳情第２４号】

○委員長 次に、前回継続審査とした「陳情第２４号 県立高等学校入学選抜で再募集実施を

求める意見書採択・提出にかかわる陳情」を議題とする。朗読を省略して審議に入る。意見

はないか。

○今井委員 さらに慎重に審査をさせていただきたい。

○委員長 ほかに意見はないか。

（なし）

○委員長 これより採決する。陳情第２４号は、継続審査とすることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、陳情第２４号は、継続審査とされた。
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【委員長報告】

○委員長 以上で本委員会に審査を付託された案件の審査はすべて終了したが、委員長報告に

ついては私に一任願えるか。

（異議なし）

○委員長 それでは私に一任願う。

【閉会】

○委員長 以上で経済建設文教常任委員会を閉会する。 （１１：２１）


